
 

 

 
Ⅱ 平成 20年度実績評価の実施計画 

 
○ 政策目標６－２：開発途上国における安定的な経済社会の発展に資するための資金協

力・知的支援を含む多様な協力の推進 
 

 

１．「政策の目標」に関する基本的考え方 

自由かつ公正な国際経済社会の実現やその安定的発展に向け、貧困や地球環境問題と

いった課題への対応を含む国際的な協力に積極的に取り組むことを通じて、世界経済の

中で大きな地位を占める我が国が主体的な役割を果たすことが求められています。我が

国の厳しい財政状況や国民のＯＤＡに対する見方を踏まえつつ、開発途上国における安

定的な経済社会の発展に資するための効果的かつ効率的な資金協力等を推進していきま

す。 

 

 ２．内閣の基本的な方針との関連 

  第168回国会 総理大臣所信表明演説 

  第169回国会 総理大臣施政方針演説 

  第169回国会 財務大臣財政演説 

 

 ３．重点的に進める業績目標・施策 

施  策 6-2-1：ＯＤＡの効率的・戦略的な活用 

 

 ４．業績目標・施策に関する基本的考え方 

○重 施  策 6-2-1：ＯＤＡの効率的・戦略的な活用 

我が国は、ＯＤＡ事業量を５年間で100億ドル積み増すなどの目標やミレニアム開

発目標の達成に向けて積極的に取り組んでいくこととしていますが、その際には、我

が国の厳しい財政状況や国民のＯＤＡに対する見方を踏まえつつ、中長期的な戦略性

や、援助の質を向上させることが必要不可欠です。平成18年4月には、援助の基本戦

略等の策定について、内閣の司令塔的機能を強化するため、総理大臣及び少数の閣僚

メンバーから構成される「海外経済協力会議」が設置されました。また、援助の実施

機関について、実施段階での戦略性や効率性を高めるべく、円借款・技術協力・無償

資金協力を一元的に実施するため、平成20年10月に、国際協力銀行の円借款部門と国

際協力機構を統合することとしています。 

これらを踏まえ、財務省は、関係省庁間で密接な連携を図りながら、円借款・技術

協力・無償資金協力の一体的活用や、国際開発金融機関及び諸外国との援助協調の推

進、ＮＧＯや民間企業等との連携、国別援助計画の策定、ＯＤＡ評価の充実を進める

ことで、ＯＤＡの効率的・戦略的な活用に取り組んでいきます。 

 

○ 施  策 6-2-2：円借款、国際金融等業務、国際開発金融機関を通じた支援 

財務省は、円借款や国際金融等業務、国際開発金融機関に関する業務を所管する立
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場から、以下に取り組んでいきます。 

① 円借款・国際金融等業務 

円借款は、返済を前提とするため相手国の自助努力を促すことができる有用な援

助形態です。また、無償資金協力や技術協力に比べて大規模な支援が可能であり、

開発途上国の経済社会基盤整備において重要な役割を果たしています。我が国は、

後発開発途上国支援における円借款の役割を強化するために譲許性の高い供与条件

を導入するなど、円借款を通じた開発途上国支援に積極的に取り組んでいます。国

際協力銀行の海外経済業務（円借款業務）は平成20年10月に独立行政法人国際協力

機構に承継されますが、財務省は、債務の償還確実性を確保するとともに援助効果

の向上を図る観点から、円借款の案件形成について引き続き関係省庁と調整しつつ、

国別援助計画の策定や相手国政府との協議に取り組んでいきます。平成20年度にお

いては、引き続き、アジア地域を中心に円借款を供与していくとともに、第４回ア

フリカ開発会議（ＴＩＣＡＤⅣ）が横浜で開催されることを踏まえ、円借款による

アフリカ向け支援等を拡充していくこととしており、その着実な実施に取り組みま

す。また、経済・社会情勢の変化に応じて、円借款制度の見直しを検討していきま

す。 

国際協力銀行の国際金融等業務については、平成20年10月に設立される株式会社

日本政策金融公庫が承継することとしています。株式会社日本政策金融公庫法で定

められているとおり、「官から民へ」の観点から、民業補完の徹底を図り、その業

務を国策上重要な海外資源確保、国際競争力確保、国際金融秩序の混乱への対処の

観点から真に必要な業務に限定し、戦略性や効率性を高めるため、関係省庁間で密

接に連携しながら業務を監督していきます。 

 

② 国際開発金融機関等 

世界銀行、アジア開発銀行等の国際開発金融機関（Multilateral Development 

Banks: ＭＤＢｓ）は開発援助における豊富な経験を有し、最先端の専門的知識を

持った人材を数多く有すると共に、現地の支援ニーズを的確に把握することのでき

るその広範な情報網を活用し、効果的な援助を行うことができるなどの長所があり

ます。財務省はこのような長所を十分認識し、厳しい財政事情ではありますが、昨

年末には貧困国に対して長期・無利子の融資及び贈与を行う国際開発協会（ＩＤ

Ａ）の増資に合意するなど、責任ある国際社会の一員として、ＭＤＢｓの活動に積

極的に貢献しています。 

我が国は、ＭＤＢｓの主要出資国として、業務運営に積極的に参画し、我が国の

ＯＤＡ政策・開発理念をＭＤＢｓの政策に反映させるよう努めます。また、ＭＤＢ

ｓは、各機関相互や他の援助主体との間の協調・連携の推進、重点分野の明確化、

結果を重視した援助の取り組み、援助効果の評価の推進を図ることにより、支援の

効率性・有効性を高める努力を行っており、我が国としても、これらの取組を積極

的に支援していくとともにＭＤＢｓを通じた支援について、広く一般に紹介してい

きます。 



 

 

 
Ⅱ 平成 20年度実績評価の実施計画 

③ 地球環境保全・改善に向けた開発途上国の取組み支援 

地球環境問題への取組として、我が国が拠出する地球環境ファシリティ（Global 

Environment Facility：ＧＥＦ。生物多様性の保護、気候変動といった途上国にお

ける地球環境問題への対策に貢献する資金メカニズム）の業務運営に係る議論に引

き続き積極的に参加し、地球環境ファシリティの活動に貢献していきます。 
また、気候変動問題にかかる途上国支援について、福田総理は、平成20年１月26

日のダボス会議において、我が国独自の途上国支援に加えて、「米国、英国ととも

に多国間の新たな基金を創設することを目指し、他のドナーにも参加を呼びかけ

る」旨表明しました。今後、両国とともに基金の創設について検討を進めるととも

に、我が国の具体的な貢献について検討していきます。 

 

○ 施  策 6-2-3：債務問題への取組 

我が国は、債務問題に直面した開発途上国政府に対し、パリ・クラブ（主要債権国

会合）合意に基づき、適切に公的債権の繰り延べや削減を行っています。とりわけ、

重債務貧困国（Heavily Indebted Poor Countries:ＨＩＰＣｓ）に対しては、「拡大

ＨＩＰＣイニシアティブ」に基づく債務救済を通じて、その貧困削減への取組に大き

く貢献しており、今後とも、拡大ＨＩＰＣイニシアティブの着実な進捗に向け取り組

みます。また、これに加えて、平成17年６月にロンドンで開催されたサミット財務

大臣会合において合意された、ＨＩＰＣｓが国際通貨基金（ＩＭＦ）、国際開発協

会（ＩＤＡ）、アフリカ開発基金（ＡｆＤＦ）に対して抱える債務を100％免除する

マルチ債務救済イニシアティブ（ＭＤＲＩ）の着実な実施に関しても、財務省とし

て各機関における議論に積極的に参加していきます。 
中低所得国については、将来に渡る債務返済能力を個別に分析し、各国の状況に見

合った措置を検討するなど債務問題に適切に対処していきます。 

また、我が国を含めた全ての債権者やドナーが債務持続性分析の枠組みを考慮し、

責任ある貸付を行うことや、民間債権者等からＨＩＰＣｓ向け債権を安価で買い取り、

訴訟を通じて債権を回収しようとする動きに対しても適切に対処することが重要です。

こうした点について、Ｇ７、世界銀行、ＩＭＦ等で議論が進められているところであ

り、財務省としても積極的に議論に参加していきます。 

 

○ 施  策 6-2-4：知的支援 
開発途上国が持続的な経済発展を進めるためには、財政金融分野等における適切な

制度の構築が必要です。また、開発途上国と我が国が貿易投資等の経済関係や、密輸

阻止及びテロ防止等の協力関係を深める前提として、相手国当局の能力強化が重要で

す。 

この観点から、これまでの取り組みを踏まえつつ、開発途上国の政策担当者等を対

象に、日本の経済財政政策等についての研修・セミナーや開発途上国の財政・税制等

の研究、アジアの地域金融協力促進のための調査・助言等を行い、我が国の経験に裏

打ちされた知識やノウハウを提供することで、人材育成支援及び国際協力に積極的に
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取り組んでいきます。 

また、開発途上国の税関当局に対しても、ＷＣＯ（世界税関機構）等の国際機関や、

ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）、ＡＳＥＭ（アジア欧州連合）等の地域協力の枠

組み及び二国間の取組等を通じ、税関分野の制度構築･整備、執行改善・能力強化を

支援し、我が国との貿易投資等の経済関係及び水際取締りに関する協力関係の強化に

取り組んでいくとともに、中でも、研修、専門家派遣等については不断の点検と改善

を行うことにより、今後実施する技術協力が質の高いものとなるよう努めます。 

 

５．参考指標 

 6-2-1 開発途上国に対する資金の流れ 

 6-2-2 国際開発金融機関関連の国際会議 

 6-2-3 国際開発金融機関に対する主要国の出資 

 6-2-4 国際開発金融機関等に対する拠出金 

 6-2-5 国際開発金融機関の活動状況（日本人幹部職員数等を含む） 

 6-2-6 
国際協力銀行（平成20年10月より株式会社日本政策金融公庫）による出

融資等実施状況（国際金融等業務） 

 6-2-7 円借款実施状況 

 6-2-8 研修・セミナー等の実施状況 

 
 

 
 


